
２ 職員の給与の状況 

 

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 住民基本台帳人口 

(令和 4年 1月 1日) 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

令和 2年度の 

人件費率 

令和３ 

年度 
84,445人 

33,361,368 

千円 

2,998,184 

千円 

5,992,475 

千円 
18.0％ 16.0％ 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 職員数 

A 

給与費 

一人当たり 

給与費 B/A 

(参考) 

類似団体平均 

一人当たり 

給与費 

給料 
職員 

手当 

期末・勤勉 

手当 

計 

   B 

令和３ 

年度 

593人 

(50) 

2,132,160

千円 

734,187

千円 

912,965 

千円 

3,779,312

千円 

6,960 

千円 

5,841 

千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。 

３ ( )内の数字は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。 

４ 類似団体平均の額は、令和３年度の値です。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

 



（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を

同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経

験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の

俸給月額を１００として計算した指数です。 

   ２（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地

域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域におけ

る国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支

給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

    （補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）/（1

＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出します。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラス

パイレス指数を単純平均したものです。 

   ※ 令和３年４月１日のラスパイレス指数が 100を超えている理由 

 国家公務員の給与水準とほぼ同水準ですが、民間等の経験者を採用し

たことにより経験年数の低い層の職員の給料額が国家公務員と比べると

高くなっているためです。 

 

(4) 給与改定の状況 

 ①月例給 

区分 
綾瀬市 

給与改定率 

神奈川県 

給与改定率 

（参考） 

国の改定率 

令和３年度 0％ 0％ 0％ 

 

 ②特別給（期末・勤勉手当） 

区分 
綾瀬市 

年間支給月数 

神奈川県 

年間支給月数 

（参考） 

国の年間支給月数 

令和３年度 4.3月 4.3月 4.45月 

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％

の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

 

 

 

 

 



① 給料表の見直し 

 [実施] 

 （給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日 

 （内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均

1.79％の引下げ、若年層については、平均 0.335％の引下げ、高齢層に

ついては、平均 2.62％の引下げをしました。なお、激変緩和のため、

３年間（平成３１年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施

しました。技能労務職の給料表については、一般行政職との均衡を踏

まえて見直しを実施しました。 

 

② 地域手当の見直し 

 ［未実施］ 

（未実施とした理由）近隣市の実施状況を鑑み、継続検討としたため。 

 

③ その他の見直し内容 

［実施］ 

   管理職員特別勤務手当について、国より対象を狭めて新設しました。

（平成２８年４月１日実施） 

 

(6) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

（令和４年４月１日現在） 

①  一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

綾瀬市 39.8歳 307,565円 417,755円 370,878円 

神奈川県 43.1歳 327,444円 440,165円 387,622円 

国 43.0歳 325,827円 407,153円 - 

類似団体 41.8歳 313,723円 388,666円 350,027円 

※「神奈川県」、「国」、「類似団体」は、令和３年４月１日現在の値です。 

 

 

 

 

 

 

 



②  技能労務職 

区分 

公務員 民間 参考 

平均 

年齢 

職員数 

(人) 

平均給料 

月額(円) 

平均給与 

月額(A) 

平均給与 

月額 

(国比較 

ﾍﾞｰｽ) 

対応する 

民間の 

類似職種 

平均 

年齢 

(歳) 

平均給与 

月額(B) 
A／B 

綾瀬市 52.1 28 346,779 434,804 408,555 ― ― ― ― 

 
うち清掃

職員 
51.4 19 354,300 450,145 418,912 

廃棄物処理業 

従業員 
46.6 304,600 1.48 

 
うち道路

整備員 
50.8 5 328,080 396,526 388,788 ― ― ― ― 

 
うち施設

作業員 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

神奈川県 53.8 258 315,701 383,791 362,234 ― ― ― ― 

国 50.9 2,201 286,947 328,603 ― ― ― ― ― 

類似団体 51.9 24 305,675 338,783 321,896 ― ― ― ― 

区分 

参考 

年収ベース(試算値)の比較 

公務員(Ｃ) 民間(Ｄ) Ｃ／Ｄ 

綾瀬市 ― ― ― 

 うち清掃職員 7,271,695 4,236,800 1.72 

うち道路整備員 6,571,611 ― ― 

うち施設作業員 ― ― ― 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用

しています。（平成３０～令和２年度の３ヶ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形

態等の点において完全に一致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給

与月額を１２倍したものを、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉

手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの

職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域

手当、住居手当、時間外勤務手当等のすべての諸手当の額を合計し

たもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているも

のです。 



 また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公

務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出して

います。 

 

 

 

(7) 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 綾瀬市 神奈川県 国 

一般行政職 大学卒 186,700円 188,700円 182,200円 

高校卒 160,100円 154,900円 150,600円 

技能労務職 高校卒 160,100円 152,700円 － 

中学卒 150,600円 - － 

（注）「国」は、令和３年４月１日現在の値です。 

 

(8) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 

（令和３年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行

政職 

大学卒 281,911円 333,500円 400,100円 401,050円 

高校卒 ― 351,550円 ― 384,400円 

技能労

務職 

高校卒 ― 330,100円 359,200円 ― 

中学卒 ― ― ― 372,200円 

 

(9) 職員の手当の状況 

 

  期末手当・勤勉手当 

綾瀬市 神奈川県 国 

１人当たり平均支給額 

（令和３年度）  

1,584千円 

１人当たり平均支給額 

（令和２年度） 

1,726千円 

－ 

（令和３年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.4月分 1.9月分 

（令和２年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.55月分 1.9月分 

（令和２年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当  

2.55月分 1.9月分 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/explanation_h22.html#05


(1.35月分) (0.9月分) 
 

(1.45月分) (0.9月分) 
 

(1.45月分) (0.9月分) 
 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算 5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10％～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

・役職加算 5～20％ 

・管理職加算 10％～25％ 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

令和３年度中における運用 管理職員 一般職員 

○イ．人事評価を活用している   

 
活用している成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

③  退職手当（令和４年４月１日現在） 

綾瀬市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 19.67月分 24.587月分 

勤続 25年 28.04月分 33.271月分 

勤続 35年 39.758月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他加算措置 

（定年前早期退職特例措置 割増率 2～20％) 

1人当たり平均支給額  5,987千円 21,275千円 
 

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20年 19.67月分 24.587月分 

勤続 25年 28.04月分 33.271月分 

勤続 35年 39.758月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

（定年前早期退職特例措置 割増率 2～45％) 
 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支

給された平均額です。 

 国の支給率は、令和３年４月１日の値です。 



 

④  地域手当（令和４年４月１日現在） 

支給実績（令和３年度決算） 242,518千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 382,521円 

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

10％ 634人 6％ 

 

⑤  特殊勤務手当（令和４年４月１日現在） 

支給実績（令和３年度決算） 1,364千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 10,334円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） 20.8％ 

手当の種類（手当数） 6手当 

手当の名称 主な支給対象職員及び業務 

支給実績 

（令和３年度決

算） 

左記職員に対す

る支給単価 

感染症等接触手

当 

(1) 感染症、狂犬病等の救護治療、看護、防疫作

業､病毒汚染物処理作業又は患者若しくは死

人の輸送業務等に従事した職員 

(2) 家畜伝染病で伝染病を有する家畜又はその

疑いのある家畜の防疫業務に従事した職員 

1,996千円 

日額２５０円 

※コロナウイルス

に関する場合 

日額３，０００円 

日額４，０００円 

危険物取扱手当 危険物の保安の監督業務に従事した職員 6千円 １回５００円 

行旅死亡人等取

扱手当 

行旅死亡人等の検死立会い及び死体処理に従事

した職員 

0円 
日額１，０００円 

消防手当 消防車両の運転に従事した職員 426千円 大型  

日額２００円 

普通  

日額１５０円 

社会福祉業務手

当 

社会福祉主事の職務又は査察指導の職務として

、生活保護に係る訪問調査業務に従事した職員 

84千円 
日額２００円 

特殊車両運転手

当 

(1) 清掃、バキューム又は道路維持作業用の自動

車の運転に従事した職員 

545千円 日額１５０円 



(2) グレーダー等の運転に従事した職員 12千円 日額５００円 

(3) バケットドーザ等の運転に従事した職員 17千円 日額２５０円 

 

 

⑥  時間外勤務手当 

支給実績（令和３年度決算） 189,435千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 312千円 

支給実績（令和２年度決算） 156,955千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 245千円 

（注）職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（３年 

度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、 

制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時 

間勤務職員を含みます。 

 

⑦  その他の手当（令和４年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度と

の異同 

国の制度と異な

る内容 

支給実績 

（令和３年度

決算） 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（令和３年度決算） 

扶養 

手当 

配偶者 

7,500 円 
異なる 6,500 円 

77,283 千円 276,012 円 

配偶者以外の扶養親族 

子:11,000 円 

父母等:7,500 円 

異なる 
子:10,000 円 

父母等:6,500 円 

満 16 歳の年度初めから満 22 歳

の年度末までの子の特定加算 

5,500 円 

異なる 5,000 円 

住居 

手当 

借家(限度額) 

市内：29,700 円 

市外：27,000 円 

異なる 27,000 円 

67,345 千円 165,875 円 
持家 

市内：6,000 円 

市外：2,000 円 

異なる 支給なし 

通勤 

手当 

交通機関（２Km 以上） 

 全額支給 

(限度額 55,000 円) 

同じ  48.252 千円 91,910 円 



手当名 内容及び支給単価 
国の制度と

の異同 

国の制度と異な

る内容 

支給実績 

（令和３年度

決算） 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（令和３年度決算） 

交通用具（２Km 以上） 

2km～5km  3,000 円 

 

異なる 

 

2,000 円 

5km～10km  4,700 円 異なる 4,100 円 

10km～15km 7,100 円 同じ  

15km～20km 10,000 円 同じ  

20km～25km 12,900 円 同じ  

25km～30km 15,800 円 同じ  

30km～35km 18,700 円 同じ  

35km～40km 21,600 円 同じ  

40km～45km 24,400 円 同じ  

45km～50km 26,200 円 同じ  

50km～55km 28,000 円 同じ  

55km～60km 29,800 円 同じ  

60km 以上   31,600 円 同じ  

管理 

職 

手当 

部長、担当部長 

85,000 円 

異なる 

 

72,700 円 

66,060 千円 805,610 円 

参事 

70,000 円 
59,500 円 

課長、担当課長 

65,000 円 
55,500 円 

主幹 

50,000 円 

休日 

勤務 

手当 

休日の勤務時間に勤務した勤

務時間に対し支給(勤務 1 時間

当たりの給与額の 100 分の

135) 

同じ  28,525 千円 ― 

管理 

職員 

特別 

勤務 

手当 

管理職員が災害への対処等の

臨時又は緊急の必要により、

午前 0 時から午前 5 時までの

間で正規の勤務時間以外の時

間に勤務した場合、勤務１回

につき 6,000 円を超えない範

囲内の額を支給。 

異なる 

管理職員が災害

への対処等の臨

時又は緊急の必

要により、平日

深夜に勤務した

場合、勤務１回

につき 6,000 円

を超えない範囲

内の額を支給。 

175 千円 ― 



 

 

 (10) 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在） 

区  分 給  料  月  額  等 

給
料 

  
（参考）類似団体における最高額／最低額 

（令和３年４月１日現在） 

市 長 

副市長 

教育長 

911,000 円 

740,000 円 

684,000 円 

1,053,000 円 ／ 466,500 円 

870,000 円 ／ 622,700 円 

― 円 ／    ― 円 

報 

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

530,000 円 

429,000 円 

398,000 円 

629,000 円 ／ 385,000 円 

575,000 円 ／ 330,000 円 

530,000 円 ／ 308,000 円 

期
末
手
当 

市長・副市長 

教育長・議長 

副議長・議員 

（令和３年度支給割合） 

     4.2 月分 

退
職
手
当 

 

市 長 

副市長 

教育長 

（算定方式）         （１期の手当額） （支給時期） 

給料月額×勤続期間×400／100      14,576,000 円   任期毎 

給料月額×勤続期間×300／100      8,880,000 円   任期毎 

給料月額×勤続期間×200／100      4,104,000 円   任期毎 

（注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額です。 

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給

率に基づき、１期（４年＝４８月。教育長は３年＝３６月。）勤めた

場合における退職手当の見込額です。 

 

(11) 旅費の概要 

   公務出張に要する費用を旅費として支給しています。 

   その概要は次のとおりです。 

種 類 内     容 

支 給 額 

市長、副市長 

及び教育長 

その他 

の職員 

鉄道賃・船賃・ 

航空賃・車賃 
運賃等を支給しています。 運賃等の額 

宿泊料 
宿泊を要する場合に 1 夜当たりの定額で支

給しています。 
12,000 円 

食事料 外国への出張の場合で、水路旅行及び航空 4,500 円 4,000 円 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/explanation_h22.html#06


旅行中の食費として 1 夜当たりの定額で支

給しています。 

支度料 

外国への出張の支度に要する

費用を出張の期間に応じて定

額で支給しています。 

15日未満 45,000 円 35,000 円 

15日以上 
１月未満 

85,000 円 70,000 円 

１月以上 100,000 円 85,000 円 

旅行雑費 

外国への出張に係る旅行者の予防注射料、

旅券交付手数料、旅券査証手数料、外貨交

換手数料及び入出国税を支給しています。 

実費額 

死亡手当 
外国への出張中に死亡した場合に定額で支

給します。 
640,000 円 520,000 円 

 


